
︿
翻

訳
﹀ヨ

ル
ク
・
パ
ウ
ル
・
ミ
ュ
ラ
ー

﹃
ス
イ
ス
基
本
権
原
論
﹄
︵
一
九
︶

Jö
rg
P
a
u
l
M
ü
lle
r:
E
le
m
e
n
te
e
in
e
r
sc
h
w
e
iz
e
risc
h
e
n

G
ru
n
d
re
c
h
tsth
e
o
rie
.
B
e
rn
,
1
9
8
2
.

小

林

武

目

次

第
一
章

国
家
お
よ
び
法
の
秩
序
に
お
け
る
基
本
権
の
機
能

Ⅰ
．
個
人
と
国
家
の
間
の
緊
張
の
場
に
お
け
る
基
本
権

１
．
人
類
学
的
根
拠
づ
け

２
．
法
の
前
提
で
あ
り
創
造
物
で
あ
る
も
の
と
し
て
の
基
本
権

３
．
中
心
的
な
基
本
権
に
か
ん
す
る
諸
問
題

４
．
政
治
の
手
段
で
あ
り
目
的
で
あ
る
も
の
と
し
て
の
基
本
権

５
．
客
観
的
原
則
で
あ
り
主
観
的
権
利
で
あ
る
も
の
と
し
て
の
基
本
権

ヨ
ル
ク
・
パ
ウ
ル
・
ミ
ュ
ラ
ー
﹃
ス
イ
ス
基
本
権
原
論
﹄︵
一
九
︶
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６
．
基
本
権
の
私
人
間
的
側
面
に
つ
い
て

Ⅱ
．
基
本
権
理
論
の
た
め
の
推
論

１
．
基
本
権
の
防
御
的
︵
d
e
fe
n
s
iv
︶
理
解
と
構
成
的
︵
k
o
n
s
titu
tiv
︶
理
解

２
．
右
二
つ
の
理
解
の
位
置
付
け
と
境
界

３
．﹁
制
度
的
﹂︵
»
in
s
titu
tio
n
e
ll«︶
基
本
権
理
解
の
概
念
に
つ
い
て

︵
以
上
、
本
誌
一
七
〇
号
︶

Ⅲ
．
国
家
の
構
成
的
要
素
と
し
て
の
基
本
権
︱
︱
民
主
的
法
秩
序
の
必
須
物

１
．
国
家
の
構
成
的
要
素

２
．
基
本
権
の
再
構
成

︵
以
上
、
本
誌
一
七
一
号
︶

３
．
権
利
実
現
の
過
程
に
お
け
る
基
本
権
の
機
能

４
．
少
数
者
の
保
護

５
．
ス
イ
ス
に
お
け
る
基
本
権
の
、
そ
の
他
の
特
殊
な
機
能

︵
以
上
、
本
誌
一
七
二
号
︶

第
二
章

基
本
権
の
実
現

Ⅰ
．
基
本
権
を
具
体
化
す
る
必
要
性

Ⅱ
．
基
本
権
の
部
分
的
内
容

１
．
基
本
権
の
、
直
接
的
請
求
の
根
拠
と
な
る
内
容

２
．
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
層
︵
p
r
o
g
r
a
m
m
a
tis
c
h
e
S
c
h
ic
h
t︶

３
．
単
純
な
法
適
用
の
際
の
基
本
権
の
側
面
防
護
的
︵
fla
n
k
ie
r
e
n
d
︶
作
用

Ⅲ
．
様
々
な
基
本
権
内
容
の
国
家
機
関
へ
の
配
分

１
．
課

題
︱
︱
適
切
な
機
関
の
決
定

２
．
立

法

者

︵
以
上
、
本
誌
一
七
三
号
︶

３
．
執
政
︵
R
e
g
ie
r
u
n
g
︶
と
行
政
︵
V
e
r
w
a
ltu
n
g
︶

４
．
判

例

付
説
．
権
限
あ
る
国
家
機
関
の
決
定
に
か
ん
す
る
事
例
と
し
て
の
ス
イ
ス
基
本
権
判
例
の
歴
史

Ⅳ
．
基
本
権
に
も
と
づ
く
給
付
請
求
権
︱
︱
社
会
的
基
本
権
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１
．
問

題

２
．
連
邦
裁
判
所
の
判
例

３
．
連
邦
裁
判
所
判
例
の
分
析

４
．
司
法
審
査
適
合
性
︹
判
定
︺
の
決
定
的
基
準

︵
以
上
、
本
誌
一
七
四
号
︶

Ⅴ
．
合
憲
解
釈

１
．
原

則

２
．
連
邦
裁
判
所
の
憲
法
裁
判
権
に
お
け
る
意
義

︵
以
上
、
本
誌
一
七
五
号
︶

３
．
憲
法
に
適
合
す
る
裁
量
権
行
使

Ⅵ
．
基
本
権
の
第
三
者
効
力

１
．
問

題

２
．
第
三
者
効
力
説
の
論
拠

３
．
基
本
権
の
第
三
者
効
力
の
原
則
的
承
認

４
．
私
法
に
お
け
る
基
本
権
の
適
用
状
況

︵
以
上
、
本
誌
一
七
六
号
︶

第
三
章

基
本
権
の
妥
当
領
域
に
つ
い
て

Ⅰ
．
妥
当
領
域
の
決
定

１
．
方
法
論
的
注
記

２
．
人
的
妥
当
領
域
の
確
定
︱
︱
各
論

︵
以
上
、
本
誌
一
七
七
号
︶

Ⅱ
．
基
本
権
制
約
の
問
題
と
の
関
連

第
四
章

基
本
権
の
制
約

Ⅰ
．
法
律
上
の
根
拠

１
．
法
律
と
基
本
権
の
間
の
同
一
化
傾
向
︵
K
o
n
v
e
r
g
e
n
z︶
と
衝
突

２
．
基
本
権
制
約
の
た
め
の
前
提
と
し
て
の
法
律

︵
以
上
、
本
誌
一
七
八
、
一
七
九
号
︶

３
．
基
本
権
保
障
の
た
め
の
法
律
の
機
能
へ
の
期
待

ヨ
ル
ク
・
パ
ウ
ル
・
ミ
ュ
ラ
ー
﹃
ス
イ
ス
基
本
権
原
論
﹄︵
一
九
︶

― 112 ―

五
三

(

)
435



Ⅱ
．
公
共
の
利
益
と
比
例
原
則

１
．
基
本
問
題
＝
利
益
衡
量

２
．
利
益
衡
量
の
方
法

︵
以
上
、
本
誌
一
八
〇
号
︶

３
．
公
共
の
利
益
の
決
定

︵
以
上
、
本
誌
一
八
一
号
︶

４
．
比
例
原
則

︵
以
上
、
本
誌
一
八
二
号
︶

Ⅲ
．
核
心
的
内
容

１
．
核
心
的
内
容
の
保
障
の
機
能

２
．
核
心
的
内
容
の
確
定

︵
以
上
、
本
誌
一
八
三
号
︶

３
．
核
心
的
内
容
の
保
障
と
い
う
開
か
れ
た
問
題

第
五
章

基
本
権
の
競
合

Ⅰ
．
序

論

Ⅱ
．
競
合
問
題
解
決
の
不
可
避
性

１
．
基
本
権
の
多
様
な
機
能

２
．
基
本
権
の
多
様
な
制
約
可
能
性

３
．
時
効
の
適
用
を
受
け
ず
か
つ
不
可
譲
の
基
本
権

Ⅲ
．
課
題
＝
紛
争
の
中
に
具
体
的
に
存
在
し
て
い
る
諸
利
益
の
分
析
と
評
価

１
．
具
体
的
な
紛
争
局
面
の
関
連
性
︵
R
e
le
v
a
n
z︶

２
．
す
べ
て
の
関
連
あ
る
基
本
権
内
容
へ
の
顧
慮

Ⅳ
．
と
く
に
連
邦
憲
法
第
四
条
の
・
他
の
基
本
権
と
の
関
係
に
つ
い
て

︵
以
上
、
本
誌
一
八
四
号
︶

第
六
章

人
権
の
国
際
法
的
保
障
と
そ
の
連
邦
憲
法
上
の
基
本
権
と
の
関
係

Ⅰ
．
国
際
法
に
お
け
る
人
権

１
．
国
際
的
次
元
で
の
人
権
の
法
典
化
︵
K
o
d
ifik
a
tio
n
︶

２
．
国
際
法
的
人
権
保
障
の
固
有
性

Ⅱ
．
ス
イ
ス
に
お
け
る
国
際
法
的
人
権
保
障
の
妥
当
性
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１
．
判
決
に
か
ん
し
て

２
．
立
法
に
か
ん
し
て

３
．
外
交
政
策
に
お
い
て

Ⅲ
．
連
邦
憲
法
の
基
本
権
と
欧
州
人
権
保
護
条
約
︵
E
M
R
K
︶
の
間
の
関
係

１
．
欧
州
人
権
保
護
条
約
の
憲
法
水
準

２
．
欧
州
人
権
保
護
条
約
の
保
障
と
連
邦
憲
法
の
基
本
権
と
の
一
致
？

３
．
連
邦
連
邦
と
欧
州
人
権
保
護
条
約
が
同
時
に
援
用
さ
れ
た
場
合
に
連
邦
裁
判
所
の
執
る
べ
き
措
置

︵
以
上
、
本
誌
一
八
五
号
︶

付

録

︵
以
上
、
本
誌
一
八
六
号
︶

事
項
索
引

翻
訳
者
が
付
加
し
た
資
料

１

︹
解
説
︺
ス
イ
ス
連
邦
憲
法
の
歴
史
と
特
質

︵
以
上
、
本
誌
一
八
七
号
︶

２

全
面
改
正
さ
れ
た
ス
イ
ス
連
邦
憲
法
︵
一
︶

︵
以
上
、
本
誌
本
号
︶

ヨ
ル
ク
・
パ
ウ
ル
・
ミ
ュ
ラ
ー
﹃
ス
イ
ス
基
本
権
原
論
﹄︵
一
九
︶
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２

全
面
改
正
さ
れ
た
ス
イ
ス
連
邦
憲
法
︵
一
︶

一
九
九
九
年
四
月
一
八
日
の
ス
イ
ス
誓
約
者
同
盟
の
連
邦
憲
法
︵
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
日
発
効
︶

︵
B
u
n
d
e
s
v
e
r
fa
s
s
u
n
g
d
e
r
S
c
h
w
e
iz
e
r
is
c
h
e
n
E
id
g
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
ft
v
o
m

1
8
.
A
p
r
il
1
9
9
9︶

前
文全

能
の
神
の
名
に
お
い
て
！

ス
イ
ス
国
民
と
邦
は
、
被
造
物
に
対
す
る
責
任
に
お
い
て

自
由
お
よ
び
民
主
主
義
と
、
世
界
に
対
す
る
連
帯
と
公
開
の
中
で
の
独
立
お
よ
び
平
和
と
を
強
化
す
る
た
め
に
連
邦
を
つ
ね
に
革
新
す
る

努
力
に
お
い
て
、

統
一
の
中
の
多
様
性
を
相
互
に
顧
慮
し
、
ま
た
そ
れ
に
留
意
し
つ
つ
生
き
る
こ
と
の
意
思
に
お
い
て
、

将
来
世
代
に
対
す
る
共
同
の
成
果
と
責
任
と
の
自
覚
に
お
い
て
、

自
己
の
自
由
を
︹
眠
ら
せ
る
こ
と
な
く
︺
行
使
す
る
人
だ
け
が
自
由
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
国
民
の
強
さ
は
弱
者
の
福
祉
を
尺
度
と
し

て
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
確
信
し
つ
つ
、
以
下
の
憲
法
を
制
定
す
る
。
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第
一
編

総

則

第
一
条
︵
ス
イ
ス
連
邦
︶

ス
イ
ス
国
民
と
次
の
諸
邦
、
す
な
わ
ち
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
、
ベ
ル
ン
、
ル
ツ
ェ
ル
ン
、
ウ
ー
リ
、
シ
ュ
ヴ
ィ
ー
ツ
、
オ
プ
ヴ
ァ
ル
デ
ン

な
ら
び
に
ニ
ー
ト
ヴ
ァ
ル
デ
ン
、
グ
ラ
ー
ル
ス
、
ツ
ー
ク
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
︹
フ
リ
ブ
ー
ル
︺、
ゾ
ロ
ト
ゥ
ル
ン
、
バ
ー
ゼ
ル
＝
シ
ュ
タ
ッ

ト
な
ら
び
に
バ
ー
ゼ
ル
＝
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
、
シ
ャ
フ
ハ
ウ
ゼ
ン
、
ア
ッ
ペ
ン
ツ
ェ
ル
・
ア
ウ
サ
ー
ロ
ー
デ
ン
な
ら
び
に
ア
ッ
ペ
ン
ツ
ェ

ル
・
イ
ン
ナ
ー
ロ
ー
デ
ン
、
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
、
グ
ラ
ウ
ビ
ュ
ン
デ
ン
、
ア
ー
ル
ガ
ウ
、
ト
ゥ
ー
ル
ガ
ウ
、
テ
ッ
シ
ン
︹
テ
ィ
チ
ー
ノ
︺、

ヴ
ァ
ー
ト
︹
ヴ
ォ
ー
︺、
ヴ
ァ
リ
ス
︹
ヴ
ァ
レ
ー
︺、
ノ
イ
エ
ン
ブ
ル
ク
︹
ヌ
シ
ャ
テ
ル
︺、
ゲ
ン
フ
︹
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
︺
お
よ
び
ユ
ラ
︹
ジ
ュ

ラ
︺
と
は
、
ス
イ
ス
連
邦
︵
S
c
h
w
e
iz
e
r
is
c
h
e
E
id
g
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
ft︶
を
形
成
す
る
。

第
二
条
︵
目
的
︶

①

ス
イ
ス
連
邦
は
、
国
民
の
自
由
と
権
利
を
保
護
し
、
国
の
独
立
と
安
全
を
保
障
す
る
。

②

ス
イ
ス
連
邦
は
、
国
の
、
公
共
の
福
祉
、
永
続
的
な
発
展
、
内
的
結
合
お
よ
び
文
化
的
多
様
性
を
促
進
す
る
。

③

ス
イ
ス
連
邦
は
、
女
性
市
民
お
よ
び
男
性
市
民
に
、
最
大
限
の
機
会
の
平
等
を
提
供
す
べ
く
配
慮
す
る
。

④

ス
イ
ス
連
邦
は
、
自
然
的
生
存
基
盤
の
持
続
的
な
保
存
と
、
平
和
で
正
義
に
か
な
っ
た
国
際
秩
序
と
の
た
め
に
尽
力
す
る
。

第
三
条
︵
邦
︶

邦
︵
K
a
n
to
n
︶
は
、
そ
の
主
権
が
連
邦
憲
法
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
い
限
り
で
主
権
を
有
す
る
。
邦
は
、
連
邦
︵
B
u
n
d
︶
に
委
ね
ら
れ

な
い
す
べ
て
の
権
利
を
行
使
す
る
。

ヨ
ル
ク
・
パ
ウ
ル
・
ミ
ュ
ラ
ー
﹃
ス
イ
ス
基
本
権
原
論
﹄︵
一
九
︶
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第
四
条
︵
国
語
︶

国
語
は
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
イ
タ
リ
ア
語
お
よ
び
レ
ー
ト
ロ
マ
ン
ス
語
で
あ
る
。

第
五
条
︵
法
治
国
家
的
処
務
︵
H
a
n
d
e
ln
︶
の
諸
原
則
︶

①

国
家
の
処
務
の
基
準
お
よ
び
限
界
を
な
す
も
の
は
、
法
︵
R
e
c
h
t︶
で
あ
る
。

②

国
家
の
処
務
は
、
公
共
の
利
益
に
も
と
づ
き
、
か
つ
、
比
例
原
則
に
即
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

国
家
機
関
お
よ
び
私
人
は
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
活
動
す
る
。

④

連
邦
お
よ
び
邦
は
、
国
際
法
を
遵
守
す
る
。

第
六
条
︵
自
己
責
任
と
社
会
的
責
任
︶

何
人
も
、
自
己
に
責
任
を
負
い
、
ま
た
、
国
家
と
社
会
に
お
け
る
課
題
の
成
就
の
た
め
に
、
そ
の
力
に
応
じ
て
寄
与
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
編

基
本
権
、
市
民
権
お
よ
び
社
会
目
的

第
一
章

基
本
権

第
七
条
︵
人
間
の
尊
厳
︶

人
間
の
尊
厳
は
、
顧
慮
さ
れ
、
か
つ
、
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
︵
法
的
平
等
︶

①

人
は
す
べ
て
、
法
律
の
前
に
平
等
で
あ
る
。
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②

何
人
も
、
と
り
わ
け
、
出
生
、
人
権
、
性
別
、
年
齢
、
言
語
、
社
会
的
地
位
、
生
活
様
式
、
宗
教
的
・
世
界
観
的
も
し
く
は
政
治
的
信

条
を
理
由
と
し
、
ま
た
は
、
身
体
的
・
知
的
も
し
く
は
精
神
医
学
上
の
障
害
を
理
由
と
し
て
、
差
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

③

男
女
は
、
同
権
で
あ
る
。
法
律
は
、
両
性
の
法
律
上
お
よ
び
事
実
上
の
平
等
に
つ
き
、
と
く
に
家
族
、
教
育
お
よ
び
労
働
の
分
野
に
お

い
て
、
こ
れ
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
男
女
は
、
同
一
価
値
の
労
働
に
つ
い
て
同
一
の
賃
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

障
害
に
よ
る
不
利
益
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
九
条
︵
恣
意
か
ら
の
保
護
と
信
義
誠
実
原
則
の
保
障
︶

何
人
も
、
国
家
機
関
に
よ
り
、
恣
意
を
含
ま
ず
、
か
つ
信
義
誠
実
の
原
則
に
も
と
づ
い
た
処
遇
を
受
け
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
一
〇
条
︵
生
命
お
よ
び
人
格
的
自
由
へ
の
権
利
︶

①

何
人
も
、
生
命
へ
の
権
利
を
有
す
る
。
死
刑
は
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
。

②

何
人
も
、
人
格
的
自
由
、
と
く
に
身
体
的
お
よ
び
知
的
に
傷
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
な
ら
び
に
、
活
動
の
自
由
へ
の
権
利
を
有
す
る
。

③

拷
問
そ
の
他
残
虐
で
非
人
道
的
な
ま
た
は
品
位
を
傷
つ
け
る
処
遇
も
し
く
は
刑
罰
は
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
。

第
一
一
条
︵
子
ど
も
と
青
年
の
保
護
︶

①

子
ど
も
お
よ
び
青
年
は
、
と
く
に
、
自
己
を
傷
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
請
求
︵
A
n
s
p
r
u
f︶
し
、
ま
た
、
そ
の
成
長
を
促
進
す
る
こ
と
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

子
ど
も
お
よ
び
青
年
は
、
そ
の
判
断
能
力
の
範
囲
内
で
、
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
。

第
一
二
条
︵
窮
乏
状
況
に
お
け
る
救
助
を
求
め
る
権
利
︶

困
窮
し
て
お
り
、
ま
た
自
活
で
き
る
状
況
に
な
い
人
は
、
扶
助
と
介
助
を
請
求
し
、
ま
た
、
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
存
の
た
め
に
不

可
欠
な
資
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
一
三
条
︵
私
的
領
域
の
保
護
︶

①

何
人
も
、
そ
の
私
生
活
お
よ
び
家
族
生
活
、
そ
の
住
居
な
ら
び
に
そ
の
信
書
、
郵
便
お
よ
び
電
信
の
交
換
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

何
人
も
、
そ
の
個
人
的
デ
ー
タ
が
濫
用
か
ら
保
護
さ
れ
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
四
条
︵
婚
姻
お
よ
び
家
族
へ
の
権
利
︶

婚
姻
お
よ
び
家
族
へ
の
権
利
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

第
一
五
条
︵
信
仰
お
よ
び
良
心
の
自
由
︶

①

信
仰
お
よ
び
良
心
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

②

何
人
も
、
自
己
の
宗
教
お
よ
び
世
界
観
的
信
条
を
自
由
に
選
択
し
、
ま
た
、
独
り
で
ま
た
は
他
と
共
同
し
て
そ
れ
を
告
白
す
る
権
利
を

有
す
る
。

③

何
人
も
、
宗
教
団
体
に
加
入
ま
た
は
所
属
す
る
権
利
、
お
よ
び
、
宗
教
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

④

何
人
も
、
宗
教
団
体
に
加
入
も
し
く
は
所
属
し
、
宗
教
的
行
為
を
お
こ
な
い
、
ま
た
は
、
宗
教
教
育
を
受
け
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。

第
一
六
条
︵
意
見
お
よ
び
情
報
の
自
由
︶

①

意
見
お
よ
び
情
報
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

②

何
人
も
、
そ
の
意
見
を
、
自
由
に
形
成
し
、
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
表
明
し
、
か
つ
、
流
布
す
る
権
利
を
有
す
る
。

③

何
人
も
、
情
報
を
自
由
に
受
領
し
、
一
般
に
接
近
し
う
る
情
報
源
か
ら
そ
れ
を
入
手
し
、
か
つ
、
そ
れ
を
流
布
す
る
権
利
を
有
す
る
。

第
一
七
条
︵
情
報
媒
体
［
M
e
d
iu
m
］
の
自
由
︶

①

出
版
、
ラ
ジ
オ
お
よ
び
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
自
由
な
ら
び
に
催
し
︵
D
a
r
b
ie
tu
n
g
︶
お
よ
び
情
報
を
公
的
に
電
信
技
術
に
よ
り
流
布
す

る
他
の
形
態
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。
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②

検
閲
は
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
。

③

編
集
の
秘
密
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

第
一
八
条
︵
言
語
の
自
由
︶

言
語
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

第
一
九
条
︵
初
等
学
校
教
育
へ
の
請
求
権
︶

充
分
か
つ
無
償
の
初
等
学
校
教
育
を
請
求
す
る
権
利
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

第
二
〇
条
︵
科
学
の
自
由
︶

科
学
の
教
育
お
よ
び
研
究
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

第
二
一
条
︵
技
芸
の
自
由
︶

技
芸
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

第
二
二
条
︵
集
会
の
自
由
︶

①

集
会
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

②

何
人
も
、
集
会
を
組
織
し
、
集
会
に
参
加
し
、
ま
た
は
、
集
会
に
関
係
を
も
た
な
い
権
利
を
有
す
る
。

第
二
三
条
︵
結
社
の
自
由
︶

①

結
社
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

②

何
人
も
、
結
社
を
形
成
し
、
結
社
に
加
入
し
、
ま
た
は
所
属
し
、
ま
た
、
結
社
の
活
動
に
関
与
す
る
権
利
を
有
す
る
。

③

何
人
も
、
結
社
に
加
入
し
、
ま
た
は
所
属
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。

第
二
四
条
︵
居
住
の
自
由
︶

①

ス
イ
ス
人
女
性
お
よ
び
ス
イ
ス
人
男
性
は
、
国
の
い
ず
れ
の
場
所
に
も
居
住
す
る
権
利
を
有
す
る
。
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②

ス
イ
ス
人
女
性
お
よ
び
ス
イ
ス
人
男
性
は
、
ス
イ
ス
か
ら
出
国
し
、
ま
た
は
、
ス
イ
ス
に
入
国
す
る
権
利
を
有
す
る
。

第
二
五
条
︵
退
去
、
引
渡
し
お
よ
び
送
還
か
ら
の
保
護
︶

①

ス
イ
ス
人
女
性
お
よ
び
ス
イ
ス
人
男
性
は
、
ス
イ
ス
か
ら
退
去
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
外
国
官
庁
に
引
き
渡
さ
れ
る
の
は
、

本
人
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

②

難
民
は
、
迫
害
を
受
け
る
国
に
送
還
さ
れ
、
ま
た
は
引
き
渡
さ
れ
な
い
。

③

何
人
も
、
拷
問
そ
の
他
残
虐
で
非
人
道
的
な
処
遇
も
し
く
は
刑
罰
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
国
に
送
還
さ
れ
な
い
。

第
二
六
条
︵
財
産
権
保
障
︶

①

財
産
権
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

②

公
用
徴
収
お
よ
び
公
用
徴
収
に
相
当
す
る
財
産
権
制
限
を
お
こ
な
う
際
に
は
、
完
全
な
補
償
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
七
条
︵
経
済
的
自
由
︶

①

経
済
的
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

②

経
済
的
自
由
は
、
と
く
に
、
職
業
の
選
択
お
よ
び
私
経
済
的
営
業
活
動
へ
の
自
由
な
参
入
な
ら
び
に
そ
の
自
由
な
履
行
を
含
む
。

第
二
八
条
︵
団
結
の
自
由
︶

①

女
性
被
傭
者
お
よ
び
男
性
被
傭
者
、
女
性
雇
傭
者
お
よ
び
男
性
雇
傭
者
、
な
ら
び
に
、
そ
れ
ら
の
組
織
は
、
そ
の
利
益
を
擁
護
す
る
た

め
に
集
合
し
、
統
一
体
を
形
成
し
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
加
入
し
、
ま
た
は
そ
れ
と
関
係
を
も
た
な
い
権
利
を
有
す
る
。

②

争
議
は
、
可
能
な
限
り
交
渉
と
斡
旋
に
よ
り
こ
れ
を
収
拾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

ス
ト
ラ
イ
キ
お
よ
び
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
は
、
そ
れ
が
労
働
関
係
と
か
か
わ
り
が
あ
り
、
か
つ
、
労
働
平
和
を
擁
護
し
、
ま
た
は
調
停
の
交

渉
に
導
く
い
か
な
る
義
務
を
も
妨
げ
な
い
限
り
で
、
許
容
さ
れ
る
。

④

ス
ト
ラ
イ
キ
が
禁
止
さ
れ
る
人
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
九
条
︵
一
般
的
手
続
保
障
︶

①

何
人
も
、
裁
判
所
お
よ
び
行
政
の
審
級
に
お
い
て
、
平
等
か
つ
正
義
に
か
な
っ
た
処
遇
と
妥
当
な
期
間
内
の
裁
定
と
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

②

当
事
者
は
、
法
律
上
の
聴
聞
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

︹
訴
訟
の
提
起
・
追
行
の
た
め
の
︺
必
要
な
資
力
に
欠
け
る
人
は
誰
で
も
、
そ
の
申
立
て
が
勝
ち
目
の
な
い
と
み
ら
れ
る
も
の
で
な
い
限

り
、
無
償
の
裁
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
の
状
態
に
あ
る
人
は
、
自
己
の
権
利
の
擁
護
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
場
合
に
は
、

さ
ら
に
、
無
償
の
弁
護
人
を
付
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

︹
二
〇
〇
〇
年
三
月
一
二
日
の
国
民
投
票
に
よ
り
挿
入
さ
れ
た
。︺

第
二
九
条
の
二
︵
裁
判
手
続
の
保
障
︶

何
人
も
、
法
的
争
訟
に
際
し
て
、
裁
判
官
庁
に
よ
る
裁
定
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
。
連
邦
お
よ
び
邦
は
、
法
律
に
よ
り
、
裁
判

官
に
よ
る
裁
定
を
、
例
外
的
に
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
〇
条
︵
裁
判
手
続
︶

①

自
己
の
事
件
を
裁
判
手
続
で
裁
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
は
誰
で
も
、
法
律
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
、
権
限
を
有
し
、
独
立
し
た
、

か
つ
、
当
事
者
か
ら
中
立
の
裁
判
所
︹
に
よ
る
裁
判
︺
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
別
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
。

②

民
事
訴
訟
の
被
告
と
な
っ
た
人
は
、
そ
の
事
件
を
住
所
地
の
裁
判
所
で
裁
定
さ
れ
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
の
裁

判
籍
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

裁
判
所
の
審
理
お
よ
び
判
決
の
言
渡
し
は
、
公
開
さ
れ
る
。
そ
の
例
外
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。
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第
三
一
条
︵
自
由
の
剥
奪
︶

①

人
の
自
由
は
、
法
律
自
身
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
か
つ
、
法
律
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
方
法
に
よ
っ
て
の
み
、

こ
れ
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

②

自
由
を
剥
奪
さ
れ
た
人
は
す
べ
て
、
遅
滞
な
く
か
つ
理
解
可
能
な
言
語
で
、
自
由
剥
奪
の
理
由
お
よ
び
剥
奪
さ
れ
た
人
の
︹
行
使
し
う

る
︺
権
利
に
つ
い
て
教
示
さ
れ
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
由
を
剥
奪
さ
れ
た
人
に
は
、
そ
の
権
利
を
現
実
に
行
使
す
る
可

能
性
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
を
剥
奪
さ
れ
た
人
は
、
と
く
に
、
最
も
身
近
な
親
族
に
そ
の
旨
を
告
げ
る
権
利
を
有
す
る
。

③

未
決
勾
留
中
の
人
は
す
べ
て
、
遅
滞
な
く
、
女
性
裁
判
官
ま
た
は
男
性
裁
判
官
の
審
理
を
受
け
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

女
性
裁
判
官
ま
た
は
男
性
裁
判
官
は
、
同
人
を
さ
ら
に
勾
留
し
続
け
る
べ
き
か
、
釈
放
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
。
未
決
勾
留
中
の
人
は
す

べ
て
、
妥
当
な
期
間
内
に
判
決
が
出
さ
れ
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

裁
判
所
以
外
の
官
庁
に
よ
り
自
由
を
剥
奪
さ
れ
た
人
は
す
べ
て
、
何
時
で
も
、
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
権
利
を
有
す
る
。
そ
の
裁

判
所
は
、
自
由
剥
奪
の
法
適
合
性
に
つ
い
て
、
可
及
的
速
や
か
に
判
決
す
る
。

第
三
二
条
︵
刑
事
手
続
︶

①

何
人
も
、
法
的
効
力
の
あ
る
判
決
を
受
け
る
ま
で
は
、
無
罪
と
み
な
さ
れ
る
。

②

被
告
人
は
す
べ
て
、
自
己
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
起
訴
に
つ
い
て
、
可
及
的
速
や
か
に
か
つ
包
括
的
に
審
理
が
な
さ
れ
る
よ
う
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
被
告
人
に
は
、
同
人
の
有
す
る
防
禦
権
を
行
使
す
る
可
能
性
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

判
決
を
受
け
た
人
は
す
べ
て
、
上
級
の
裁
判
所
に
対
し
て
そ
の
判
決
を
再
審
理
す
る
よ
う
求
め
る
権
利
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
連
邦
裁

判
所
が
唯
一
の
審
級
と
し
て
判
決
し
た
事
案
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
三
三
条
︵
請
願
権
︶

①

何
人
も
、
官
庁
に
宛
て
請
願
を
お
こ
な
う
権
利
を
有
す
る
。
請
願
し
た
人
に
は
、
い
か
な
る
損
害
も
加
え
ら
れ
な
い
。
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②

官
庁
は
、
請
願
に
つ
い
て
、︹
そ
れ
を
受
理
し
た
こ
と
を
︺
報
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
四
条
︵
政
治
的
権
利
︶

①

政
治
的
権
利
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

②

政
治
的
権
利
の
保
障
は
、
自
由
な
意
思
形
成
お
よ
び
歪
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
投
票
の
擁
護
を
含
む
。

第
三
五
条
︵
基
本
権
の
実
現
︶

①

基
本
権
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
秩
序
の
中
で
、
こ
れ
を
妥
当
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

国
家
的
任
務
︵
A
u
fg
a
b
e︶
の
担
当
者
は
、
基
本
権
に
拘
束
さ
れ
、
そ
の
実
現
に
寄
与
す
る
義
務
を
負
う
。

③

官
庁
は
、
基
本
権
が
、
そ
れ
に
適
し
て
い
る
限
り
で
、
私
人
間
で
も
効
力
を
も
つ
よ
う
配
慮
す
る
。

第
三
六
条
︵
基
本
権
の
制
限
︶

①

基
本
権
の
制
限
は
、
法
律
上
の
根
拠
を
必
要
と
す
る
。
重
大
な
制
限
は
、
法
律
自
身
の
中
に
、
こ
れ
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
深
刻
で
、
直
接
の
、
か
つ
、
他
に
転
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
危
険
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

②

基
本
権
の
制
限
は
、
公
益
ま
た
は
第
三
者
の
基
本
権
の
保
護
︹
に
資
す
る
こ
と
︺
で
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

基
本
権
の
制
限
は
、
比
例
原
則
に
即
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

基
本
権
の
核
心
的
内
容
は
、
不
可
侵
で
あ
る
。

第
二
章

市
民
権
お
よ
び
政
治
的
権
利

第
三
七
条
︵
市
民
権
︶

①

自
治
体
︵
G
e
m
e
id
e︶
の
市
民
権
お
よ
び
邦
の
市
民
権
を
有
す
る
人
が
、
ス
イ
ス
女
性
市
民
ま
た
は
ス
イ
ス
男
性
市
民
で
あ
る
。
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②

何
人
も
、
そ
の
市
民
権
を
理
由
に
優
遇
さ
れ
、
ま
た
は
不
利
に
遇
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
邦
立
法
が
、
市
民
自
治
体

︵
B
ü
r
g
e
r
g
e
m
e
in
d
e︶
お
よ
び
団
体
に
お
け
る
政
治
的
権
利
に
か
ん
す
る
規
定
、
な
ら
び
に
、
そ
の
財
産
の
分
与
に
か
ん
す
る
規
定
を
別

に
設
け
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
八
条
︵
市
民
権
の
取
得
お
よ
び
喪
失
︶

①

連
邦
は
、
血
統
、
婚
姻
お
よ
び
養
子
縁
組
に
よ
る
市
民
権
の
取
得
お
よ
び
喪
失
に
つ
い
て
定
め
る
。
連
邦
は
、
さ
ら
に
、
そ
の
他
の
原

因
に
も
と
づ
く
ス
イ
ス
人
市
民
権
の
喪
失
お
よ
び
再
帰
化
に
つ
い
て
定
め
る
。

②

連
邦
は
、
邦
の
す
る
外
国
人
女
性
お
よ
び
外
国
人
男
性
の
帰
化
︹
の
手
続
︺
に
つ
い
て
最
小
限
規
定
を
設
け
、
帰
化
の
許
可
を
与
え
る
。

③

連
邦
は
、
無
国
籍
の
子
ど
も
に
つ
い
て
、
そ
の
帰
化
の
条
件
を
緩
和
す
る
。

第
三
九
条
︵
政
治
的
権
利
の
行
使
︶

①

連
邦
は
、
全
ス
イ
ス
的
︵
e
id
g
e
n
ö
s
s
is
c
h
︶
事
務
に
か
ん
す
る
政
治
的
権
利
の
行
使
に
つ
い
て
、
ま
た
、
邦
は
、
邦
お
よ
び
自
治
体
の

︵
k
o
m
m
u
n
a
l︶
事
務
に
か
ん
す
る
そ
れ
に
つ
い
て
、
各
々
規
定
を
設
け
る
。

②

政
治
的
権
利
は
、
住
所
地
で
こ
れ
を
行
使
す
る
。
連
邦
お
よ
び
邦
は
、
例
外
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

何
人
も
、
そ
の
政
治
的
権
利
を
二
つ
以
上
の
邦
で
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

④

邦
は
、
新
規
移
住
者
が
、
定
住
後
最
長
三
か
月
の
待
機
期
間
の
の
ち
は
じ
め
て
、
邦
お
よ
び
自
治
体
の
事
務
に
か
ん
し
て
投
票
権
を
行

使
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
〇
条
︵
外
国
在
留
ス
イ
ス
人
女
性
お
よ
び
外
国
在
留
ス
イ
ス
人
男
性
︶

①

連
邦
は
、
外
国
在
留
ス
イ
ス
人
女
性
お
よ
び
外
国
在
留
ス
イ
ス
人
男
性
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
人
々
の
間
の
関
係
お
よ
び
こ
れ
ら
人
々
と

ス
イ
ス
と
の
関
係
を
促
進
す
る
。
連
邦
は
、
右
の
目
的
の
達
成
を
は
か
る
組
織
を
支
担
す
る
。

②

連
邦
は
、
外
国
在
留
ス
イ
ス
人
女
性
お
よ
び
外
国
在
留
ス
イ
ス
人
男
性
の
権
利
お
よ
び
義
務
に
つ
い
て
、
と
く
に
、
連
邦
に
お
け
る
政
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治
的
権
利
の
行
使
、
軍
事
役
務
ま
た
は
代
替
役
務
を
遂
行
す
る
義
務
の
履
行
、
支
援
お
よ
び
社
会
保
険
に
か
ん
し
て
規
則
を
設
け
る
。

第
三
章

社
会
目
的

第
四
一
条
︵
条
文
見
出
し

︱
な
し
︶

①

連
邦
お
よ
び
邦
は
、
自
己
責
任
と
個
人
の
主
導
を
補
完
し
て
、
左
の
事
項
に
尽
力
す
る
。

ａ
．
誰
も
が
、
社
会
保
障
に
あ
ず
か
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ｂ
．
誰
も
が
、
そ
の
健
康
の
た
め
に
不
可
欠
な
保
護
を
受
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ｃ
．
成
人
と
子
ど
も
か
ら
成
る
共
同
体
と
し
て
の
家
族
が
、
保
護
さ
れ
か
つ
促
進
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ｄ
．
自
己
の
生
計
を
営
む
た
め
の
資
力
を
、
適
切
な
条
件
の
下
で
の
労
働
に
よ
り
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ｅ
．
自
己
お
よ
び
そ
の
家
族
が
負
担
可
能
な
条
件
の
下
で
適
切
な
住
宅
の
貸
家
を
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ｆ
．
子
ど
も
お
よ
び
青
年
な
ら
び
に
結
婚
可
能
な
年
齢
の
人
が
、
そ
の
能
力
を
形
成
し
、
伸
展
さ
せ
、
ま
た
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ｇ
．
子
ど
も
お
よ
び
青
年
が
、
自
立
的
で
社
会
的
責
任
を
負
担
で
き
る
人
に
成
長
す
る
た
め
に
助
成
さ
れ
、
ま
た
、
社
会
的
、
文
化
的
お

よ
び
政
治
的
統
合
を
果
た
す
た
め
に
支
担
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

②

連
邦
お
よ
び
邦
は
、
す
べ
て
の
人
が
、
老
齢
、
障
害
、
疾
病
、
災
害
、
失
業
、
母
性
、
孤
児
お
よ
び
寡
婦
︵
夫
︶
で
あ
る
こ
と
か
ら
惹

き
起
こ
さ
れ
る
経
済
的
結
果
か
ら
保
護
さ
れ
る
よ
う
尽
力
す
る
。

③

連
邦
お
よ
び
邦
は
、
憲
法
上
の
権
限
と
使
用
可
能
な
手
法
と
を
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
内
で
、
社
会
目
的
の
達
成
の
た
め
に
努
力

す
る
。ヨ
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④

社
会
目
的
を
根
拠
に
し
て
国
家
の
給
付
を
直
接
に
請
求
す
る
権
利
を
導
き
出
す
こ
と
は
、
一
切
で
き
な
い
。

第
三
編

連
邦
、
邦
お
よ
び
自
治
体

第
一
章

連
邦
と
邦
の
関
係

第
一
節

連
邦
お
よ
び
邦
の
任
務

第
四
二
条
︵
連
邦
の
任
務
︶

①

連
邦
は
、
連
邦
憲
法
に
よ
り
割
り
当
て
ら
れ
た
任
務
を
遂
行
す
る
。

②

連
邦
は
、
統
一
的
規
律
が
許
容
さ
れ
る
任
務
を
引
き
受
け
る
。

第
四
三
条
︵
邦
の
任
務
︶

邦
は
、
邦
が
い
か
な
る
任
務
を
そ
の
権
限
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
と
し
て
遂
行
す
る
か
を
決
定
す
る
。

第
二
節

連
邦
と
邦
の
協
働

第
四
四
条
︵
原
則
︶

①

連
邦
お
よ
び
邦
は
、
各
々
の
任
務
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
相
互
に
支
援
し
、
か
つ
協
働
す
る
。

②

連
邦
お
よ
び
邦
は
、
相
互
に
配
慮
し
、
か
つ
援
助
す
る
責
任
を
負
う
。
連
邦
お
よ
び
邦
は
、
相
互
に
職
務
上
お
よ
び
法
律
上
の
救
援
を
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お
こ
な
う
。

③

邦
相
互
間
ま
た
は
邦
と
連
邦
と
の
間
の
争
議
に
つ
い
て
は
、
可
及
的
に
交
渉
お
よ
び
調
停
に
よ
り
こ
れ
を
収
拾
す
る
。

第
四
五
条
︵
連
邦
の
意
思
形
成
の
際
の
協
力
︶

①

邦
は
、
連
邦
の
意
思
形
成
、
と
く
に
立
法
の
際
に
、
連
邦
憲
法
に
準
拠
し
て
協
力
す
る
。

②

連
邦
は
、
そ
の
企
画
に
か
ん
し
て
、
邦
に
対
し
て
、
適
時
か
つ
充
分
に
、
情
報
を
提
供
す
る
。
連
邦
は
、
邦
の
利
益
に
か
か
わ
り
が
あ

る
場
合
に
は
、
邦
の
見
解
を
求
め
る
。

第
四
六
条
︵
連
邦
法
の
実
施
［
U
m
s
e
tz
u
n
g
］
︶

①

邦
は
、
憲
法
お
よ
び
法
律
に
準
拠
し
て
、
連
邦
法
を
実
施
す
る
。

②

連
邦
は
、
邦
に
、
可
及
的
に
大
き
な
形
成
の
自
由
を
残
し
、
ま
た
、
邦
の
特
質
を
酌
量
す
る
。

③

連
邦
は
、
連
邦
法
の
実
施
と
結
び
付
い
た
財
政
上
の
負
担
に
つ
い
て
、
連
邦
が
邦
に
十
分
な
財
源
を
残
し
、
ま
た
、
適
切
な
財
政
的
均

衡
に
配
慮
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
酌
量
す
る
。

第
四
七
条
︵
邦
の
独
自
性
［
E
ig
e
n
s
tä
n
d
ig
k
e
it］
︶

連
邦
は
、
邦
の
独
自
性
を
保
障
す
る
。

第
四
八
条
︵
邦
間
の
協
約
［
V
e
r
tr
g
］
︶

①

邦
は
、
相
互
間
の
協
約
を
締
結
し
、
ま
た
、
共
同
の
組
織
お
よ
び
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
邦
は
、
と
く
に
、
領
域
的
利
益

を
担
う
任
務
の
遂
行
の
た
め
に
諸
邦
が
連
合
し
て
配
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

連
邦
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

邦
間
の
協
約
は
、
連
邦
の
権
利
お
よ
び
利
益
な
ら
び
に
他
の
邦
の
権
利
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
協
約
は
、
連
邦
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
四
九
条
︵
連
邦
法
の
優
越
お
よ
び
遵
守
︶

①

連
邦
法
は
、
そ
れ
に
対
立
す
る
邦
法
に
優
越
す
る
。

②

連
邦
は
、
邦
が
連
邦
法
を
遵
守
す
る
こ
と
を
監
督
す
る
。

第
三
節

自
治
体

第
五
〇
条

①

自
治
体
自
治
︵
G
e
m
e
in
d
e
a
u
to
n
o
m
ie︶
は
、
邦
法
を
規
準
に
し
て
保
障
さ
れ
る
。

②

連
邦
は
、
処
務
を
お
こ
な
う
に
際
し
て
、
自
治
体
に
生
じ
う
る
影
響
を
顧
慮
す
る
。

③

連
邦
は
、
前
項
の
処
務
に
際
し
て
、
都
市
お
よ
び
過
密
状
況
な
ら
び
に
山
岳
地
域
に
配
慮
す
る
。

第
四
節

連
邦
保
障

第
五
一
条
︵
邦
の
憲
法
︶

①

邦
は
す
べ
て
、
民
主
的
な
憲
法
を
も
つ
。
そ
れ
は
、
邦
民
の
同
意
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
有
権
者
の
多
数
が
要
求
し
た
と
き

に
は
改
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

邦
憲
法
は
、
連
邦
に
よ
る
保
障
を
必
要
と
す
る
。
連
邦
は
、
邦
憲
法
が
連
邦
法
に
反
し
て
い
な
い
場
合
に
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

第
五
二
条
︵
憲
法
に
適
合
す
る
秩
序
︶

①

連
邦
は
、
邦
の
憲
法
適
合
的
秩
序
を
保
護
す
る
。
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②

連
邦
は
、
一
の
邦
の
秩
序
が
撹
乱
さ
れ
、
ま
た
は
脅
威
を
受
け
た
場
合
、
お
よ
び
、
当
該
邦
が
自
力
で
ま
た
は
他
の
邦
の
助
力
に
よ
っ

て
は
そ
の
秩
序
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
干
渉
す
る
。

第
五
三
条
︵
邦
の
存
立
お
よ
び
領
域
︶

①

連
邦
は
、
邦
の
存
立
お
よ
び
領
域
を
擁
護
す
る
。

②

邦
の
存
立
の
変
更
は
、
関
係
住
民
、
関
係
邦
な
ら
び
に
国
民
お
よ
び
全
邦
︵
S
tä
n
d
e︶
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。

③

邦
の
領
域
変
更
に
つ
い
て
は
、
関
係
住
民
お
よ
び
関
係
邦
の
同
意
、
な
ら
び
に
、
連
邦
決
議
の
形
式
に
よ
る
連
邦
議
会
の
許
可
を
必
要

と
す
る
。

④

境
界
線
紛
争
の
解
決
に
つ
い
て
は
、
関
係
邦
は
、
協
約
に
よ
っ
て
こ
れ
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章

権

限

第
一
節

対
外
関
係

第
五
四
条
︵
外
務
︶

①

外
務
は
、
連
邦
の
管
轄
事
項
で
あ
る
。

②

連
邦
は
、
ス
イ
ス
の
独
立
の
保
持
の
た
め
に
、
ま
た
、
ス
イ
ス
の
福
利
の
た
め
に
、
尽
力
す
る
。
連
邦
は
、
と
り
わ
け
、
世
界
に
お
け

る
窮
状
お
よ
び
貧
困
の
援
助
の
た
め
に
、
人
権
の
尊
重
の
た
め
に
、
ま
た
、
民
主
主
義
の
促
進
の
た
め
に
、
諸
国
民
の
平
和
的
共
存
の
た

め
に
、
お
よ
び
、
自
然
的
生
活
基
盤
の
維
持
の
た
め
に
、
寄
与
す
る
。

③

連
邦
は
、
邦
の
権
限
を
尊
重
し
、
そ
の
利
益
を
保
障
す
る
。
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第
五
五
条
︵
対
外
政
策
の
決
定
へ
の
邦
の
協
力
︶

①

邦
は
、
自
己
の
権
限
ま
た
は
本
質
的
利
益
に
か
か
わ
る
対
外
政
策
の
決
定
の
準
備
に
協
力
す
る
。

②

連
邦
は
、
邦
に
対
し
、
適
時
か
つ
充
分
に
情
報
を
提
供
し
、
邦
の
見
解
を
聴
く
。

③

邦
の
見
解
は
、
邦
が
そ
の
権
限
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
場
合
、
格
別
に
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
邦
は
、
適
切
な
方
法
で
国
際
的

処
務
に
協
力
す
る
。

第
五
六
条
︵
邦
と
外
国
と
の
関
係
︶

①

邦
は
、
そ
の
権
限
領
域
に
お
い
て
、
外
国
と
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

条
約
は
、
連
邦
の
権
利
お
よ
び
利
益
な
ら
び
に
他
の
邦
の
権
利
に
反
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
要
す
る
。
邦
は
、
条
約
を
締
結
す
る
前

に
、
連
邦
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

邦
は
、
下
級
の
外
国
官
庁
と
直
接
交
渉
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
の
場
合
は
、
邦
の
す
る
外
国
と
の
交
渉
は
、
連
邦
の
媒
介
を

と
お
し
て
こ
れ
を
お
こ
な
う
。

第
二
節

安
全
保
障
、
国
土
防
衛
、
民
間
防
衛

第
五
七
条
︵
安
全
保
障
︶

①

連
邦
お
よ
び
邦
は
、
各
々
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
国
の
安
全
保
障
お
よ
び
住
民
の
保
護
に
配
慮
す
る
。

②

連
邦
お
よ
び
邦
は
、
国
内
の
安
全
保
障
の
領
域
に
お
け
る
各
々
の
努
力
を
共
同
し
て
お
こ
な
う
。

第
五
八
条
︵
軍
︶

①

ス
イ
ス
は
、
軍
を
も
つ
。
軍
は
、
基
本
的
に
、
民
兵
の
原
則
︵
M
iliz
p
r
in
z
ip
︶
に
も
と
づ
い
て
こ
れ
を
組
織
す
る
。
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②

軍
は
、
戦
争
の
防
止
に
資
し
、
平
和
の
維
持
を
担
う
。
ま
た
、
軍
は
、
国
と
そ
の
住
民
を
防
護
す
る
。
軍
は
、
国
内
の
安
全
保
障
に
対

す
る
重
大
な
脅
威
を
防
止
し
、
ま
た
、
そ
の
他
の
非
常
事
態
を
克
服
す
る
に
あ
た
っ
て
、
民
生
部
門
の
官
庁
を
支
担
す
る
。
そ
の
他
の
任

務
は
、
法
律
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

③

軍
の
出
動
は
、
連
邦
の
管
轄
事
項
で
あ
る
。
邦
は
、
民
生
部
門
の
官
庁
に
よ
る
手
立
て
を
も
っ
て
し
て
は
邦
内
の
安
全
保
障
に
対
す
る

重
大
な
脅
威
を
防
止
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
場
合
、
自
己
の
領
域
に
お
け
る
公
共
の
秩
序
を
保
持
す
る
た
め
に
、
自
己
の
軍
団
を
投
入

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
九
条
︵
軍
事
役
務
お
よ
び
代
替
役
務
︶

①

ス
イ
ス
人
男
性
は
す
べ
て
、
軍
事
役
務
を
遂
行
す
る
義
務
を
負
う
。
市
民
的
代
替
役
務
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

②

ス
イ
ス
人
女
性
に
つ
い
て
は
、
軍
事
役
務
は
自
由
意
思
に
委
ね
る
。

③

軍
事
役
務
、
代
替
役
務
の
い
ず
れ
も
遂
行
し
な
い
ス
イ
ス
人
男
性
は
、
公
課
を
負
担
す
る
。
こ
の
公
課
は
、
連
邦
が
こ
れ
を
課
し
、
邦

が
こ
れ
を
査
定
し
、
徴
収
す
る
。

④

連
邦
は
、︹
役
務
が
︺
生
計
に
与
え
る
損
失
に
対
す
る
適
切
な
補
償
に
か
ん
し
て
規
則
を
定
め
る
。

⑤

軍
事
役
務
ま
た
は
代
替
役
務
を
遂
行
し
、
そ
の
際
に
健
康
上
の
損
害
を
こ
う
む
り
、
ま
た
は
、
そ
の
生
命
を
失
っ
た
人
は
、
当
人
ま
た

は
そ
の
親
族
に
対
し
て
連
邦
が
適
切
な
扶
助
を
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
〇
条
︵
軍
の
組
織
、
訓
練
お
よ
び
装
備
︶

①

軍
事
立
法
な
ら
び
に
軍
の
組
織
、
訓
練
お
よ
び
装
備
は
、
連
邦
の
管
轄
事
項
で
あ
る
。

②

邦
は
、
連
邦
法
の
範
囲
内
で
、
邦
の
軍
団
︹
の
組
織
・
訓
練
︺
に
つ
い
て
、
こ
の
軍
団
の
将
校
の
任
命
お
よ
び
昇
進
に
つ
い
て
、
な
ら

び
に
、
被
服
お
よ
び
装
備
の
一
部
の
調
達
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
。

③

連
邦
は
、
適
切
な
補
償
の
下
に
、
邦
の
軍
事
組
織
を
連
邦
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
六
一
条
︵
民
間
防
衛
︶

①

武
力
紛
争
の
影
響
か
ら
人
お
よ
び
財
産
を
民
生
的
手
段
で
防
護
す
る
こ
と
︵
Z
iv
ile
r
S
c
h
u
tz︹
民
間
防
衛
︺︶
に
か
ん
し
て
法
律
を
制
定

す
る
こ
と
は
、
連
邦
の
管
轄
事
項
で
あ
る
。

②

連
邦
は
、
大
災
害
の
際
の
、
ま
た
、
非
常
事
態
に
お
け
る
民
間
防
衛
の
出
動
に
か
ん
す
る
規
則
を
定
め
る
。

③

連
邦
は
、
防
衛
役
務
を
、
男
性
に
つ
い
て
は
、
義
務
で
あ
る
と
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
女
性
に
つ
い
て
は
、
こ
の
役
務
は
自
由
意

思
に
委
ね
る
。

④

連
邦
は
、︹
役
務
が
︺
生
計
に
与
え
る
損
失
に
対
す
る
適
切
な
補
償
に
か
ん
し
て
規
則
を
定
め
る
。

⑤

︹
民
間
︺
防
衛
役
務
の
遂
行
の
際
に
健
康
上
の
損
害
を
こ
う
む
り
、
ま
た
は
、
そ
の
生
命
を
失
っ
た
人
は
、
当
人
ま
た
は
そ
の
親
族
に
対

し
て
連
邦
が
適
切
な
扶
助
を
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節

教
育
、
研
究
お
よ
び
文
化

第
六
二
条
︵
学
校
制
度
︶

①

学
校
制
度
は
、
邦
の
権
限
で
あ
る
。

②

邦
は
、
す
べ
て
の
子
ど
も
に
開
か
れ
た
充
分
な
初
等
学
校
教
育
に
つ
い
て
配
慮
す
る
。
初
等
学
校
教
育
は
、
義
務
制
で
あ
り
、
国
家
に

よ
る
指
導
ま
た
は
監
督
の
下
に
置
か
れ
る
。
学
期
は
、
八
月
半
ば
と
九
月
半
ば
の
間
に
こ
れ
を
開
始
す
る
。

第
六
三
条
︵
職
業
教
育
お
よ
び
大
学
［
H
o
c
h
s
c
h
u
le］
︶

①

連
邦
は
、
職
業
教
育
に
か
ん
し
て
規
則
を
定
め
る
。

②

連
邦
は
、
工
科
大
学
を
運
営
す
る
。
連
邦
は
、
右
以
外
の
大
学
お
よ
び
そ
の
他
の
高
等
教
育
機
関
を
設
立
し
、
運
営
し
、
ま
た
は
助
成
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す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
助
成
に
つ
い
て
は
、
連
邦
は
、
対
等
関
係
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
こ
れ
を
お
こ
な
う
こ
と
が

で
き
る
。

第
六
四
条
︵
研
究
︶

①

連
邦
は
、
科
学
研
究
を
振
興
す
る
。

②

こ
の
振
興
に
つ
い
て
は
、
連
邦
は
、
と
く
に
対
等
関
係
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
こ
れ
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

③

連
邦
は
、
研
究
所
を
設
立
し
、
引
き
受
け
、
ま
た
は
運
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
五
条
︵
統
計
︶

①

連
邦
は
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
人
口
、
経
済
、
社
会
、
空
間
お
よ
び
環
境
の
状
況
お
よ
び
展
開
に
か
ん
す
る
不
可
欠
な
統
計
上
の
デ
ー
タ

を
と
る
。

②

連
邦
は
、
官
庁
の
記
録
の
調
和
お
よ
び
指
導
に
か
ん
し
て
、
調
査
の
出
費
を
で
き
る
限
り
小
さ
く
す
る
た
め
に
規
則
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
六
六
条
︵
教
育
助
成
︶

①

連
邦
は
、
邦
が
、
奨
学
金
お
よ
び
そ
の
他
の
教
育
扶
助
の
た
め
に
経
済
的
援
助
の
貢
献
を
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

前
項
に
加
え
て
、
連
邦
は
、
邦
の
措
置
を
補
完
し
つ
つ
、
か
つ
、
邦
の
学
校
高
権
を
擁
護
し
つ
つ
、
教
育
の
奨
励
の
た
め
の
連
邦
特
有

の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
七
条
︵
青
少
年
お
よ
び
成
人
教
育
︶

①

連
邦
お
よ
び
邦
は
、
各
々
の
任
務
を
遂
行
す
る
際
に
、
子
ど
も
お
よ
び
青
年
へ
の
特
別
の
奨
励
と
保
護
の
必
要
と
を
考
慮
に
入
れ
る
。

②

連
邦
は
、
邦
の
措
置
を
補
完
し
て
、
子
ど
も
お
よ
び
青
年
に
つ
い
て
の
学
校
外
の
活
動
な
ら
び
に
成
人
教
育
を
支
担
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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第
六
八
条
︵
ス
ポ
ー
ツ
︶

①

連
邦
は
、
ス
ポ
ー
ツ
、
と
り
わ
け
︹
ス
ポ
ー
ツ
の
た
め
の
︺
教
育
を
奨
励
す
る
。

②

連
邦
は
ス
ポ
ー
ツ
学
校
を
運
営
す
る
。

③

連
邦
は
、
青
年
ス
ポ
ー
ツ
に
か
ん
し
て
規
則
を
定
め
、
ま
た
、
学
校
で
の
ス
ポ
ー
ツ
教
育
を
義
務
的
で
あ
る
と
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
六
九
条
︵
文
化
︶

①

文
化
の
分
野
に
か
ん
し
て
は
、
邦
が
権
限
を
有
す
る
。

②

連
邦
は
、
全
ス
イ
ス
の
利
益
に
か
な
う
文
化
分
野
で
の
努
力
を
支
担
し
、
ま
た
、
美
術
お
よ
び
音
楽
を
、
と
く
に
教
育
の
領
域
に
お
い

て
奨
励
す
る
。

③

連
邦
は
、
そ
の
任
務
の
遂
行
に
際
し
て
、
国
の
文
化
的
・
言
語
的
多
様
性
を
顧
慮
す
る
。

第
七
〇
条
︵
言
語
︶

①

連
邦
の
公
用
語
は
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
語
で
あ
る
。
レ
ー
ト
ロ
マ
ン
語
を
用
い
る
人
々
の
交
流
の
場
で
は
、

レ
ー
ト
ロ
マ
ン
語
も
、
連
邦
の
公
用
語
で
あ
る
。

②

邦
は
、
自
邦
の
公
用
語
を
定
め
る
。
言
語
共
同
体
の
協
調
を
保
護
す
る
た
め
に
、
邦
は
、
領
域
の
伝
統
的
な
言
語
的
構
成
に
留
意
し
、

ま
た
、
古
く
か
ら
の
言
語
的
少
数
派
に
顧
慮
す
る
。

③

連
邦
お
よ
び
邦
は
、
言
語
共
同
体
間
の
理
解
お
よ
び
交
換
を
奨
励
す
る
。

④

連
邦
は
、
そ
の
特
有
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
多
言
語
邦
を
支
担
す
る
。

⑤

連
邦
は
、
レ
ー
ト
ロ
マ
ン
語
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
語
の
維
持
お
よ
び
促
進
の
た
め
に
す
る
グ
ラ
ウ
ビ
ュ
ン
デ
ン
お
よ
び
テ
ッ
シ
ン
︹
テ
ィ

チ
ー
ノ
︺
両
邦
の
措
置
を
支
担
す
る
。
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第
七
一
条
︵
映
画
︶

①

連
邦
は
、
ス
イ
ス
の
映
画
製
作
お
よ
び
映
画
文
化
を
奨
励
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

連
邦
は
、
映
画
供
給
の
多
様
性
お
よ
び
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
規
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
二
条
︵
教
会
と
国
家
︶

①

教
会
と
国
家
と
の
関
係
を
規
律
す
る
こ
と
は
、
邦
の
権
限
で
あ
る
。

②

連
邦
お
よ
び
邦
は
、
異
な
っ
た
宗
教
的
共
同
体
の
構
成
単
位
の
間
の
開
か
れ
た
平
和
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
各
々
の
権
限
の
範
囲
内
で
、

措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

司
教
区
は
、
連
邦
の
認
可
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
、
こ
れ
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

︵
未
完
︶
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